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A Consideration of the Hakone Divine Message  
in Shinran Biography

NISHIJIMA Tatsuya
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Summary 
Shinran 親鸞 passed through Hakone 箱根 on the way to Kyōto from Kantō. The 
only historical material that describes this are the step of the Hakone Divine 
message 箱根霊告 of the Shinran biography 『親鸞伝絵』, which state that accord-
ing to an oracle, a Shintō priest 神職 invited Shinran and welcomed him to the 
Hakone Jinja Shrine 箱根神社. Many articles comment on the reliability of this 
description. I critically consider the following five articles in this report:

First, the articles from Masaharu Imai 今井雅晴, Hisao Maeda 前田壽雄, and 
Reizō Hiramatsu 平松令三 state that Shinran went to Hakone as a result of the actions 
of Seikaku 聖覚, a senior disciple of Shinran, who is said to have managed the feudal 
tenure of the Hakone Jinja Shrine. However, this managerial position might have 
been already changed. Therefore, it is my view that there is no basis for this position.

Second, Masayuki Mitsumoto 三本昌之 states that Kakunyo 覚如 wrote the 
step of the Hakone Divine message because “Shinran came to Hakone as the 
true form of the enshrined deity 本地 at the Hakone Jinja Shrine was the Seishi 
Bodhisattva 勢至菩薩 (Mahāsthāmaprāpta); an attendant image of Amitâbha.” 
However, Mitsumoto’s opinion is also problematic because the same God was 
enshrined within the Mount Fuji Sengen Shrine 富士山浅間神社 on the Ashigara 
Way 足柄路. After further investigation, the Seishi Bodhisattva was not en-
shrined within the Hakone Jinja Shrine.
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Third, Yorisuke Numata 沼田頼輔 states that the Shinto priest that invited 
Shinran was Kakumyō 覚明, Shinran’s pupil. According to his remark, the Hakone 
path is the fate of Shinran and Kakumyō being master and pupil, which I disregard.

Using examples from these five articles, I present some doubts regarding 
the account of Shinran’s visit to the Hakone Jinja Shrine of Shinran.

『親鸞伝絵』箱根霊告段に関する諸説の一考察

西 島 達 也
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『親鸞伝絵』箱根霊告段に関する諸説の一考察

『
親
鸞
伝
絵
』
箱
根
霊
告
段
に
関
す
る
諸
説
の
一
考
察

西

島

達

也

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
箱
根
霊
告
／
親
鸞
伝
絵
／
聖
覚
／
本
地
垂
迹
／
足
柄

は
じ
め
に

親
鸞
は
関
東
か
ら
京
都
に
む
け
て
帰
洛
す
る
途
中
箱
根
路
を
通
過
し
て
い
る
。
そ
れ
を
記
述
し
た
唯
一
の
史
料
が
『
親
鸞
伝

絵
』
の
「
箱
根
霊
告
」
の
段）

1
（

で
あ
る
。
本
論
文
で
は
親
鸞
の
箱
根
路
通
過
な
ど
の
事
実
と
の
関
連
で
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
の
記

述
が
ど
の
程
度
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
、
同
段
を
扱
っ
た
諸
論
文
の
う
ち
特
色
の
あ
る
い
く

つ
か
の
論
文
を
対
象
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
論
点
を
確
認
・
評
価
し
つ
つ
、
同
段
の
記
述
の
現
実
味
を
考
察
し
て
い
く
。

そ
の
中
で
と
り
わ
け
、
避
け
て
通
れ
な
く
か
つ
未
詳
と
さ
れ
る
項
目
を
含
む
「
聖
覚
に
よ
る
箱
根
誘
導
説
」
を
中
心
に
私
見
を
述

べ
て
い
く
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
誘
導
」
と
は
聖
覚
の
親
鸞
に
対
す
る
直
接
・
間
接
の
影
響
力
の
行
使
に
よ
っ
て
箱
根
路
を

選
択
せ
し
め
た
事
実
を
意
味
す
る
。
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一

聖
覚
に
よ
る
箱
根
誘
導
説

聖
覚
（
一
一
六
七
―
一
二
三
五
）
は
天
台
僧
で
あ
り
安
居
院
流
の
唱
導
（
説
教
）
師
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
探
題
（
天
台
学
匠
試

験
の
試
験
官
）
を
務
め
る
ほ
ど
の
重
鎮
で
あ
っ
て
箱
根
山
の
管
領
も
担
当
し
て
い
た
が
、
法
然
の
門
下
に
も
名
を
つ
ら
ね
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
親
鸞
と
は
兄
弟
弟
子
と
な
る
が
、
両
者
は
藤
原
一
門
で
も
あ
り
、
聖
覚
が
『
唯
信
鈔
』
を
書
き
、
親
鸞
が
『
唯
信
鈔

文
意
』
で
そ
れ
を
解
説
す
る
な
ど
、
両
者
は
思
想
的
に
も
類
似
し
て
い
て
懇
意
で
あ
っ
た
。
今
井
雅
晴
・
前
田
壽
雄
・
平
松
令
三

の
各
氏
の
論
文
で
は
、
そ
の
聖
覚
が
親
鸞
に
休
息
・
宿
泊
の
便
を
箱
根
神
社
の
神
職
に
と
ら
せ
た
な
ど
の
こ
と
が
、「
箱
根
霊
告
」

の
背
景
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
以
下
、
三
氏
の
論
文
を
み
て
い
く
。

親
鸞
聖
人
を
箱
根
社
で
歓
待
す
る
と
い
う
の
は
、
前
も
っ
て
決
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
箱
根
社

の
支
配
者
が
聖
覚
だ
か
ら
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
帰
京
に
あ
た
り
京
都
の
聖
覚
に
連
絡
を
取
り
、
聖
覚
は
東
海
道
の
途
中
に
あ

る
箱
根
社
で
歓
待
す
る
と
の
返
事
を
送
っ
た
の
で
し
ょ
う）

2
（

。

こ
の
よ
う
に
建
永
元
（
一
二
〇
六
）
年
の
時
点
で
、
聖
覚
が
箱
根
山
を
領
掌
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
が
箱
根
権

現
を
訪
問
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
有
力
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）

3
（

。

青
蓮
院
門
跡
慈
円
が
、
伊
豆
山
と
箱
根
山
の
支
配
を
安
居
院
聖
覚
に
委
せ
た
と
の
『
箱
根
町
誌
』
第
二
巻
（
一
九
七
一
年

刊
）
の
記
事
で
す
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
聖
覚
法
印
と
親
鸞
聖
人
と
は
、
本
章
第
六
段
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
極

め
て
親
密
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
聖
覚
の
指
示
を
受
け
た
箱
根
権
現
の
祠
官
が
聖
人
を
丁
重
に
も
て
な
し
た
こ
と

は
十
分
に
あ
り
得
ま
す）

4
（

。
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以
上
の
論
文
に
共
通
す
る
論
理
は
親
鸞
と
親
し
い
聖
覚
が
箱
根
管
領
を
務
め
て
い
た
関
係
で
、
親
鸞
が
箱
根
社
を
訪
問
す
る
に

到
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
は
帰
洛
す
る
道
と
し
て
、
箱
根
路
を
聖
覚
の
誘
導
（
何
ら
か
の
影
響
）
に

よ
っ
て
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。
史
料
上
の
根
拠
・
材
料
は
「
箱
根
霊
告
」
の
段
と
『
門
葉
記
』
の
「
聖
覚
箱
根
領
掌
」
で
あ
る

が
、
親
鸞
の
帰
洛
路
を
特
定
す
る
史
料
は
現
在
こ
れ
し
か
な
い
と
思
う
。
上
の
三
氏
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
一
応
肯
定
し
た
上
で
論

を
進
め
て
い
る
。
史
実
と
の
整
合
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
点
検
し
て
み
る
。

（
１
）
箱
根
霊
告
段
の
背
景

覚
如
が
『
親
鸞
伝
絵
』
に
「
箱
根
霊
告
」
の
段
を
入
れ
た
背
景
に
は
一
面
の
史
実
以
外
に
、
教
団
と
叡
山
と
の
関
係
が
あ
る
と

思
う
。
親
鸞
は
生
涯
弾
圧
さ
れ
、
最
後
に
は
弟
尋
有
の
「
善
法
坊
」（
天
台
宗
）
で
覚
信
尼
が
看
取
る
中
寂
し
く
他
界
し
た
。
覚

如
の
頃
の
本
願
寺
は
一
説
に
よ
る
と
「
青
蓮
院
の
末
寺
的
な
立
場
。」）

5
（

で
あ
り
、
ま
た
、「
青
蓮
院
の
候
人
（
門
跡
に
奉
仕
・
従
属

す
る
妻
帯
僧
形
の
侍
者
） 

」）
6
（

で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
叡
山
に
隷
属
し
て
命
脈
を
保
ち
つ
つ
、
教
団
の
再
生
を
期

し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
覚
如
は
宗
祖
の
事
績
を
教
団
内
外
に
発
信
す
る
と
同
時
に
、
天
台
と
協
調
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
「
親
鸞
の
箱
根
権
現
訪
問
」
と
し
て
で
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
鸞
の
時
は
弾

圧
の
渦
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
天
台
の
牙
城
と
も
い
う
べ
き
箱
根
社
を
訪
問
す
る
な
ど
、
と
て
も
あ
り
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
上
記
三
氏
の
論
文
中
に
「
史
実
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（
（

。」
と

あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
箱
根
社
訪
問
説
の
根
拠
に
聖
覚
の
箱
根
管
領
と
い
う
史
実
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
聖

覚
の
箱
根
管
領
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
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（
２
）
聖
覚
の
箱
根
管
領

『
門
葉
記
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
桜
下
門
跡
荘
園
等 

甘
露
寺
在
松
崎 

穴
太
園
在
東
坂
本 

伊
豆
山 

箱
根
山 

大
学
寺
伊
勢
国 

国
友
庄
近
江
国 

安
養
寺
丹

波
国

件
庄
薗
伝
領
之
輩
為
尩
弱
之
間
。
毎
処
違
乱
。
爰
権
少
僧
都
聖
覚
領
掌
之
後
。
為
小
僧
房
領
。
仍
経
院
奏
達
執
政

多
以
令
落
居
了
。
然
而
国
友
庄
為
其
本
而
未
被
返
付
之
間
。
円
仏
写
経
用
途
所
令
不
足
也
。
所
領
雖
似
有
。
員
地
利
誠
有

若
亡
。
彼
沙
汰
切
畢
之
後
可
令
一
定
歟
。
件
領
等
可
令
聖
覚
僧
都
門
跡
永
領
掌
也 

（
中
略
） 

建
永
元
年 

月 

日 

知
寺
前
大

僧
正）

（
（

。  

右
の
漢
文
を
今
井
雅
晴
氏
は
次
の
よ
う
に
和
（
意
）
訳
し
、
解
説
し
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
『
桜
下
門
跡
領
』
荘
園
群
の
支
配
を
受
け
継
い
で
き
た
者
は
、
管
理
能
力
に
欠
け
て
い
る
の
で
、
ど
こ
の
所
で

も
他
人
に
運
営
の
邪
魔
を
さ
れ
、
規
定
ど
お
り
の
年
貢
が
入
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
び
聖
覚
権
少
僧
都
が
そ

れ
ら
の
荘
園
群
の
支
配
権
を
得
た
後
、
私
慈
円
に
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
後
鳥
羽
上
皇
に
事
情
を
申
し
上
げ
て
そ
の
許

可
を
得
、
朝
廷
の
役
所
の
担
当
者
に
指
示
し
、
問
題
は
だ
い
た
い
解
決
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
国
友
荘
の
年
貢
は
ま
だ
ま
っ

た
く
戻
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
円
仏
が
主
催
し
て
行
な
っ
て
い
る
写
経
の
費
用
が
足
り
な
い
状
態
で
す
。
こ
れ
で
は
荘

園
群
を
領
地
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
年
貢
が
得
ら
れ
る
と
い
う
利
益
は
ほ
ん
と
う
に
有
名
無
実
で
す
。
国
友
荘
の
問
題

が
解
決
し
た
ら
、
桜
下
門
跡
領
全
体
が
落
ち
着
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
荘
園
群
は
、
聖
覚
僧

都
が
桜
下
門
跡
領
と
し
て
ず
っ
と
支
配
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。」

「
桜
下
「
門
跡
」
と
称
す
る
か
ら
に
は
、
桜
下
門
跡
は
い
ず
れ
か
の
寺
院
の
名
称
ま
た
は
別
称
で
あ
る
こ
と
も
確
実
で
す
。

た
だ
具
体
的
な
こ
と
は
未
詳
で
す
。
聖
覚
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
荘
園
群
を
慈
円
の
寺
坊
に
寄
進
し
た
の
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で
す
。
慈
円
の
権
威
と
実
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
荘
園
群
の
支
配
を
確
実
に
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
す
。」）

9
（

『
門
葉
記
』
は
青
蓮
院
門
跡
の
歴
代
の
記
録
を
集
成
し
た
も
の
で
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
て
い
る
。
上
の
『
大
正
新
脩
大
蔵

経
』
所
収
の
文
は
江
戸
時
代
に
写
さ
れ
た
冊
子
本
を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。

（
３
）
桜
下
門
跡
の
実
態
と
大
懺
法
院
に
つ
い
て

『
門
葉
記
』
の
中
に
桜
下
門
跡
と
青
蓮
院
門
跡
と
の
間
に
所
領
の
寄
進
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
で
て
い
る
。
天
台
宗
門
跡
は
宮

家
（
慈
円
〈
一
一
五
五
―
一
二
二
五
〉
の
よ
う
に
摂
関
家
か
ら
も
入
る
）
院
主
の
寺
院
で
あ
り
、
当
時
は
妙
法
院
、
三
千
院
、
青

蓮
院
、
毘
沙
門
堂
、
曼
殊
院
の
五
寺
院
が
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
改
廃
は
な
く
、
存
在
が
重
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
動
静
の
記

録
は
残
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
桜
下
門
跡
の
み
は
こ
こ
の
部
分
で
し
か
出
典
せ
ず
、
実
態
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
梨

本
門
跡
の
誤
り
だ
と
思
う 

。
現
在
の
三
千
院
が
梨
本
門
跡
と
よ
ば
れ
て
い
た
時
が
あ
り
（
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
二
〇
一
六
年
・

梶
井
門
跡
の
項
・
善
裕
昭
執
筆
・
本
編
二
三
九
頁
）、『
明
月
記
』（
藤
原
定
家
の
日
記
）
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
四
月
十
五
日

条
に
「
聖
（
覚
）
法
印
（
但
馬
）
国
務
、
貞
（
雲
）
法
印
祇
園
、
隆
承
僧
都
梨
本
庄
務
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
か
っ
こ
内
の
文
字

は
そ
の
前
日
十
四
日
の
条
「
聖
覚
但
馬
国
務
、
貞
雲
祇
園
別
当
」
に
よ
る
。
十
五
日
の
「
梨
本
庄
務
」
に
つ
い
て
原
文
（
冷
泉
家

時
雨
亭
叢
書
第
五
九
巻
）
お
よ
び
そ
の
翻
刻
文
（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
・
別
巻
四
〈
翻
刻
明
月
記
三
〉）
を
み
る
と
、「
年
来
梨
本
庄

務
」
と
な
っ
て
い
る
。
隆
承
は
聖
覚
の
子
（『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
）
で
あ
り
、
か
つ
安
居
院
流
聖
覚
の
継
嗣
（
上
杉
文
秀
「
日

本
天
台
系
譜
」『
日
本
天
台
史
』、
破
塵
閣
書
房
、
一
九
三
五
年
七
月
、
付
録
）
で
も
あ
る
。
叡
山
座
主
が
良
快
に
交
代
し
た
時

（
寛
喜
元
年
三
月
）、
人
事
異
動
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
四
日
の
条
に
隆
承
の
記
事
が
な
い
の
は
、『
明
月
記
』
の
作
者
で
あ

る
藤
原
定
家
が
参
内
し
た
時
人
事
異
動
を
知
ら
さ
れ
、
隆
承
は
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
梨
本
（
推
定
、
桜
下
）
庄
務
を
聖
覚
に
代

わ
っ
て
務
め
て
お
り
、
十
四
日
に
は
新
し
い
異
動
（
聖
覚
・
貞
雲
）
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
私
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は
こ
の
梨
本
で
あ
る
と
思
う
。
梨
本
門
跡
は
所
在
地
や
名
称
も
た
び
た
び
変
わ
っ
た
。
後
世
『
門
葉
記
』
編
集
の
段
階
で
桜
下
と

い
う
誤
っ
た
文
字
に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、
こ
の
桜
下
門
跡
領
に
関
す
る
『
門
葉
記
』
の
記
述
は
青
蓮
院
の

道
場
で
あ
る
大
懺
法
院
の
運
営
（
聖
覚
な
ど
は
そ
の
供
僧
）
に
関
連
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
も
し
桜
下
門
跡
領
が
青
蓮
院
に
寄

進
さ
れ
れ
ば
、
大
懺
法
院
も
経
済
的
に
潤
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
慈
円
は
、
桜
下
門
跡
領
の
管
理
に
問
題
が
あ
り
、
た
と
え
ば
国
友
庄
か
ら
の
年
貢
が
い
ま
だ
に
未
納
の
た
め
同
門
跡
寺

院
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
写
経
が
滞
り
、
懺
法
の
趣
旨
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
か
、
配
下
の
聖
覚
を
ま
ず
同
門
跡

領
の
荘
務
職
に
登
用
し
、
そ
の
後
に
同
門
跡
寺
院
が
も
つ
本
所
の
地
位
を
桜
下
か
ら
青
蓮
院
に
切
替
え
（
桜
下
門
跡
は
第
二
順

位
）
る
こ
と
を
後
鳥
羽
院
に
上
申
し
、
裁
可
を
得
た
と
な
っ
て
い
る
。
大
懺
法
院
は
「
為
国
主
御
願
」、
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
上
皇

に
国
土
の
安
穏
を
発
願
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
読
経
・
護
摩
・
写
経
な
ど
の
勤
行
等
の
運
営
は
「
大

懺
法
院
条
々
起
請
事
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
勤
行
四
の
「
懺
法
院
十
五
尊
釋
」
に
は
「
抑
當
世
僧
侶
稱
専
修
念
佛
之

行
者
、
云
々
」
と
あ
り
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
善
裕
昭
氏
は
「
怨
霊
も
専
修
念
仏
も
国
家
や
人
民
の
不
安
要
因
に
ほ
か
な
ら

ず
、
云
々
。」）

（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
当
時
は
建
永
の
法
難
の
さ
中
に
あ
り
、
大
懺
法
院
の
活
動
に
も
念
仏
者
対
策
が
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
聖
覚
箱
根
管
領
職
の
内
容
と
隆
承
へ
の
交
代
時
期

慈
円
は
護
持
僧
と
し
て
仕
え
て
い
る
後
鳥
羽
院
の
裁
可
を
得
た
後
、
ま
ず
桜
下
門
跡
所
領
群
の
運
営
に
つ
い
て
の
統
括
庄
務
と

も
い
う
べ
き
管
領
職
を
聖
覚
に
掌
ら
し
め
た
。
す
な
わ
ち
、 

一
つ
の
荘
園
に
は
領
主
が
任
命
す
る
荘
官
（
地
頭
職
）
が
お
り
、
年

貢
の
徴
収
や
荘
内
の
治
安
を
掌
っ
て
い
た
。
桜
下
門
跡
の
よ
う
に
多
く
の
荘
園
が
寄
進
さ
れ
て
く
る
領
家
で
は
、
各
荘
園
の
荘
官

を
統
べ
る
庄
務
職
が
必
要
に
な
る
。
今
井
雅
晴
氏
は
上
の
解
説
で
桜
下
門
跡
領
が
聖
覚
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
青
蓮
院
に
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寄
進
し
て
安
堵
を
得
た
と
し
て
い
る
が
、
聖
覚
の
所
領
の
内
容
は
現
在
明
か
で
は
な
い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
平
雅
行
氏
は
「
彼

（
聖
覚
）
の
所
領
を
確
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
近
江
の
国
穴
生
薗
・
国
友
庄
や
松
崎
の
甘
露
寺
・
伊
豆
山
・
箱
根
山
・
伊
勢
大

学
寺
な
ど
の
末
寺
荘
園
を
擁
す
る
桜
下
門
跡
領
を
入
手
し
て
い
た
他
、
近
江
国
質
侶
庄
楊
郷
領
家
職
を
領
有
し
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。」）

（1
（

と
『
門
葉
記
』
な
ど
か
ら
と
り
、
今
井
雅
晴
氏
と
情
報
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
当
時
の
箱
根
山
に
お

け
る
所
領
が
聖
覚
に
寄
進
さ
れ
て
い
た
な
ど
の
所
有
関
係
を
示
す
史
料
も
残
っ
て
い
な
く
、
む
し
ろ
叡
山
の
役
僧
が
箱
根
権
現
の

別
当
と
し
て
代
々
派
遣
さ
れ
た）

（1
（

兼
ね
合
い
で
、
同
社
の
所
領
が
叡
山
（
桜
下
門
跡
）
に
寄
進
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
慈
円
の
時
青

蓮
院
に
寄
進
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
な
お
、
但
馬
国
務
に
つ
い
て
、
平
雅
行
氏
は
「
延
暦
寺
の
造
営
料
国
た
る
但
馬

国
司
」（『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
三
四
四
頁
） 

と
し
て
い
る
。
聖
覚
は
僧
職
で
あ
る
が
、
国
司
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
場
合
の
「
国
務
」
と
は
延
暦
寺
領
で
あ
る
但
馬
国
（
荘
園
群
）
の
管
理
・
領
掌
の
職
務
で

あ
り
、
桜
下
門
跡
領
の
領
掌
も
同
じ
よ
う
に
荘
務
す
な
わ
ち
管
理
・
運
営
職
で
あ
っ
て
、
聖
覚
に
所
有
権
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
箱
根
誘
導
説
」
は
箱
根
管
領
で
あ
っ
た
聖
覚
が
親
鸞
の
兄
弟
子
で
あ
る
こ
と
な
ど
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

を
も
根
拠
と
し
て
導
入
さ
れ
た
発
想
で
も
あ
る
。

聖
覚
に
つ
い
て
は
法
然
門
下
の
ほ
か
天
台
僧
と
し
て
の
別
の
立
場
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
親
鸞
と
は
特
に
親
し
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
い
え
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
は
聖
覚
を
「
よ
き
人
」
と
よ
び
、
帰
洛
後
『
唯
信
鈔
』
を
関
東
の
門
弟
た
ち
に
読
む
こ

と
を
勧
め
た
。
ま
た
、
自
ら
も
そ
れ
を
何
回
と
な
く
書
写
し
た
。
そ
の
よ
う
に
親
密
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
般
の
箱
根
と
い
う
困
難

な
路
程）

（1
（

を
親
鸞
が
め
げ
ず
に
選
択
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
聖
覚
に
し
て
み
れ
ば
い
く
ら
自
己
の
領
分
で
あ
る
地

域
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
険
阻
な
脇
街
道）

（1
（

へ
の
誘
導
に
は
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
誘
導
説
で
は
聖
覚
が
箱
根
管
領
の
職
務
か
ら
箱
根
社
に
対
し
て
顔
が
利
い
た
と
い
う
想
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
私
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は
前
項
（
３
）
で
「『
明
月
記
』
寛
喜
元
年
四
月
十
五
日
条
に
「
聖
（
覚
）
法
印
（
但
馬
）
国
務
、
貞
法
印
祇
園
、
隆
承
僧
都
梨

本
庄
務
」
と
あ
る
。
隆
承
は
安
居
院
流
聖
覚
の
継
嗣
・
子
息
で
あ
る
。
叡
山
座
主
が
良
快
に
交
代
し
た
時
、
人
事
異
動
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
の
点
隆
承
は
法
印
大
僧
都
大
納
言
で
あ
り
（『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
）、
聖
覚
と
同
格
で
あ
る
。
門

跡
領
の
庄
務
を
担
当
す
る
資
格
は
十
分
に
あ
る
。
聖
覚
が
桜
下
（
推
定
、
梨
本
）
門
跡
領
の
庄
務
か
ら
但
馬
国
領
の
庄
（
国
）
務

に
異
動
（
入
れ
代
り
で
は
な
く
、
何
年
か
前
に
隆
承
に
引
継
ぎ
）
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
背
景
は
定
か
で
は
な
い
が
、
承
久
の
変
で

二
所
山
と
縁
が
深
い
幕
府
と
聖
覚
の
間
に
確
執
が
で
き
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
機
会
に
子
の
隆
承
に
引
き
継
い
だ
と

私
は
み
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
親
鸞
が
帰
洛
す
る
頃
（
貞
永
元
年
〈
一
二
三
二
〉
付
近
）
に
は
す
で
に
聖
覚
は
箱
根
領
掌
を

し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
顔
の
利
き
方
も
従
来
に
く
ら
べ
て
微
妙
に
修
正
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
当
誘
導
説
を
も
っ
て
親
鸞
箱
根
通
過
な
い
し
権
現
社
立
寄
り
を
語
る
の
は
、
論
拠
が
少
々
弱
い
と
み

る
。た

だ
、
安
居
院
流
の
唱
道
は
聖
覚
の
頃
か
ら
関
東
に
進
出
し
て
い
る
。
隆
承
は
聖
覚
の
地
盤
を
引
継
ぎ
、『
神
道
集
』
に
あ
る

よ
う
な
関
東
を
中
心
と
し
た
寺
社
等
か
ら
唱
道
に
資
す
る
情
報
を
収
集
し
、
ま
た
そ
れ
を
基
に
現
地
の
唱
道
師
た
ち
と
と
も
に
活

動
を
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
そ
の
中
で
の
箱
根
の
地
は
東
海
道
・
甲
州
道
が
交
差
す
る
要
所
で
あ
り
、
安
居
院
は
唱
道

情
報
と
と
も
に
東
国
全
域
に
お
け
る
念
仏
者
の
動
向
に
関
す
る
情
報
を
も
収
集
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
。
私
は
安
居
院
の
東
国
活

動
と
桜
下
庄
務
職
拝
命
、
そ
れ
と
大
懺
法
院
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
み
て
い
る
。「
箱
根
霊
告
」
の
段
の
記
述
に
対
し

て
は
脚
色
の
印
象
を
免
れ
な
い
が
、「
五
畿
七
道
専
修
停
廃
宣
旨
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
六
三
八 

）
が
で
て
い
る
中
、
安
居
院
な
い

し
叡
山
が
箱
根
社
や
走
湯
山
に
対
し
て
は
念
仏
者
で
も
歓
待
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
た
、
も
し
く
は
念
仏
者
で
あ

る
親
鸞
の
帰
洛
に
聖
覚
と
隆
承
が
関
与
し
箱
根
路
に
誘
導
し
た
と
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
節
も
あ
る
と
思
う
。

次
に
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
に
つ
い
て
の
、
他
二
本
の
論
文
を
み
て
い
く
。
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二
「
箱
根
霊
告
」
の
段
に
対
す
る
余
説

（
１
）
箱
根
祭
神
説

「
箱
根
霊
告
」
の
段
の
記
述
に
信
憑
性
の
面
で
疑
問
を
呈
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
三
本
昌
之
氏
に
よ
る
論
文
が
あ
る
。
氏
は
、

覚
如
が
『
親
鸞
伝
絵
』
に
「
箱
根
霊
告
」
の
段
を
入
れ
た
の
は
箱
根
山
の
祭
神
の
本
地
が
勢
至
菩
薩
だ
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
下
、
み
て
い
く
。

聖
人
が
箱
根
神
社
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
伝
承
は
「
伝
絵
」
以
外
の
史
料
に
は
見
え
な
い
。
そ
も
そ
も
本
と
な
る
伝
承
が

あ
っ
た
の
か
、
ま
た
覚
如
上
人
の
創
作
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。（
中
略
）、
道
中
に
は
鶴
岡
八
幡
神
社
や
三
島
大
社
、
尾
張

の
熱
田
神
宮
、
近
江
の
多
賀
大
社
な
ど
有
名
な
神
社
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
神
社
で
は
な
く
て
、
箱
根
神
社
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
箱
根
権
現
は
、
な
ぜ
聖
人
を
「
尊
敬
を
致
す
べ
き
客
人
」
と
夢
告
し
た
の
か
。

覚
如
上
人
が
「
伝
絵
」
に
「
箱
根
示
現
」
の
段
を
入
れ
た
理
由
を
、
そ
の
祭
神
に
あ
る
と
考
え
る
。
箱
根
神
社
の
祭
神
は
、

ニ
ニ
ギ
ノ
尊
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
ノ
尊
の
夫
婦
神
と
、
子
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ノ
尊
の
三
柱
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
コ
ホ
ホ

デ
ノ
尊
の
本
地
は
勢
至
菩
薩
と
さ
れ
て
い
る
。『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
、「
住
立
空
中
」
の
阿
弥
陀
三
尊
が
現
じ
た
よ
う
に
、

勢
至
菩
薩
は
観
音
菩
薩
と
と
も
に
阿
弥
陀
如
来
に
脇
侍
と
し
て
つ
か
え
て
い
る
。
こ
こ
に
、
箱
根
権
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
然
性
が
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
本
地
垂
迹
思
想
で
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）。「
箱
根
示
現
」
の
段
を
設
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
勢
至
菩
薩
（
法
然
上
人
）
が
弥
陀
如
来
（
親
鸞
聖
人
）
を
尊
敬
す
る
か
た
ち
と
な
っ
て
解
決
す
る
の
で
あ

る
。」）

（1
（
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と
し
て
、『
親
鸞
伝
絵
』
の
信
憑
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
氏
は
霊
告
の
段
を
覚
如
の
創
作
と
み
た
前
提
で
、
そ
の
創
作
の
動
機
を
、
箱
根
祭
神
の
一
つ
で
あ
る
彦
火
々
出
見

尊
の
本
地
が
阿
弥
陀
如
来
の
脇
侍
で
あ
る
勢
至
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
勢
至
菩
薩
に
つ
い
て
は
確
か
に
『
親
鸞
伝

絵
』〈
上
本
三
〉
で
は
「
大
師
聖
人
（
源
空
）
す
な
わ
ち
勢
至
の
化
身
、（
聖
徳
）
太
子
ま
た
観
音
の
垂
迹
な
り
、
こ
の
ゆ
へ
に
わ

れ
二
菩
薩
の
引
導
に
順
し
て
如
来
の
本
願
を
ひ
ろ
む
る
に
あ
り
」
と
し
、『
恵
信
尼
消
息
』〈
第
三
通
〉
で
は
、
法
然
上
人
が
勢
至

菩
薩
の
化
身
、
親
鸞
が
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
夢
を
恵
信
尼
が
み
た
記
述
に
も
な
っ
て
い
る
。
氏
が
研
究
し
た
箱
根
祭

神
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ノ
尊
で
あ
り
、
同
尊
の
本
地
が
勢
至
菩
薩
で
あ
れ
ば
、
親
鸞
は
そ
れ
と
の
兼
ね
あ
い
で
箱
根
路
を
来
た
可
能
性

は
あ
る
と
思
う
。
以
下
、
検
討
し
て
み
る
。

箱
根
祭
神
に
つ
い
て
は
「
諸
神
本
懐
集
」（
存
覚
著
）
に
も
、「
大
箱
根
ハ
三
所
権
現
ナ
リ
。
法
躰
ハ
三
世
覚
母
ノ
文
殊
師
利
、

俗
躰
ハ
当
来
道
師
ノ
弥
勒
慈
尊
、
女
躰
ハ
施
无
畏
者
観
音
薩
埵
ナ
リ
。
三
嶋
ノ
大
明
神
ハ
十
二
願
王
医
王
善
逝
ナ
リ
。」）

（1
（

と
あ
り
、

現
社
々
務
所
で
も
「
御
本
地
は
弥
勒
・
正
観
音
・
文
殊
菩
薩
で
あ
り
、
御
垂
迹
の
御
躰
が
瓊
々
杵
尊
・
木
花
咲
哉
姫
・
彦
火
々
出

見
尊
の
三
神
に
ま
し
ま
す
と
申
伝
へ
て
参
り
ま
し
た
。」）

（1
（

と
説
明
し
て
い
る
。

氏
の
考
察
に
は
一
応
の
整
合
性
が
あ
る
が
、
問
題
を
残
す
故
私
見
を
述
べ
る
。

覚
如
が
親
鸞
を
箱
根
に
誘
導
し
た
根
拠
を
三
本
昌
之
氏
は
「
ホ
ホ
デ
ノ
尊
の
本
地
で
あ
る
勢
至
菩
薩
」
に
求
め
て
い
る
が
、
足

柄
路
（
今
の
Ｊ
Ｒ
御
殿
場
線
沿
い
の
道
）
に
も
阿
弥
陀
三
尊
関
連
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
あ
る
。
富
士
山
本
宮
浅
間
神
社
は
駿
河
国

一
の
宮
と
し
て
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
命
や
瓊
々
杵
尊
な
ど
を
祭
神）

11
（

と
し
、
富
士
宮
は
も
と
よ
り
小
山
・
御
殿
場
・
裾
野
方
面
に
は

同
祭
神
を
勧
請
し
た
多
く
の
浅
間
神
社
が
存
在
す
る
。
大
宮
口
の
村
山
浅
間
神
社
で
は
彦
火
火
出
見
命
も
祭
り）

1（
（

、
後
世
の
史
料
で

は
あ
る
が
、「
富
士
山
縁
起
状
」
に
は
「
大
宮
ハ
是
レ
大
慈
大
悲
ノ
観
世
音
、
為
レ
メ
施
二
サ
ン
カ
大
乗
大
智
和
光
大
悲
広
大
無
辺
ノ
理
一
ヲ
、

以
二
テ
最
尊
最
上
ノ
大
義
一
ヲ
、
号
二
ス
大
宮
一
ト
。」）

11
（

と
、
大
宮
の
地
す
な
わ
ち
富
士
山
麓
に
は
観
音
菩
薩
が
慈
悲
を
施
す
た
め
に
本
地
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垂
迹
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
曽
我
物
語
』
に
は
「
中
に
モ
富
「
士
浅
間
の
大
菩
薩
は
、
本
地
在
二
マ
セ
は
千
手
観
音
一
に
て
、
六

［
セ
］
観
音
の
中
に
は
官
二
ツ
カ
サ
ト
リ
下
地
獄
の
道
一
を
仏
ナ
レ
は
、
我
等
マ
て
モ
結
縁
の
衆
生
ナ
レ
は
何
ナ
ト
カ
不
レ
サ
ラ
ン
救
二
ス
ク
イ
下
一
百
三
十
六
の
地
獄
の

苦
患
一
を
は
、
云
々
。」）

11
（

と
あ
る
。
親
鸞
は
聖
徳
太
子
の
本
地
で
あ
る
観
音
菩
薩
を
慕
っ
て
箱
根
と
は
別
方
向
の
足
柄
路
を
通
り
す

が
り
が
て
ら
、
い
ず
れ
か
の
浅
間
神
社
に
立
ち
寄
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
富
士
山
を
御
神
体
と
す
る

富
士
山
本
宮
浅
間
神
社
の
本
地
を
阿
弥
陀
三
尊
と
す
る
説
も
あ
る
。「
絹
本
著
色
富
士
参
詣
曼
荼
羅
図
」（
富
士
山
本
宮
浅
間
神
社

蔵
・
国
重
要
文
化
財
指
定
一
七
五
七
）
で
は
富
士
山
頂
に
阿
弥
陀
・
薬
師
・
大
日
の
三
体
が
描
か
れ
て
い
る
。『
神
道
事
典
』
で

は
こ
れ
を
根
拠
に
富
士
山
本
宮
浅
間
神
社
の
本
地
を
阿
弥
陀
三
尊
も
し
く
は
阿
弥
陀
・
薬
師
・
大
日
の
三
尊
（
？
）
と
し
て
い
る）

11
（

。

『
諸
神
本
懐
集
』
に
は
浅
間
神
社
の
記
載
は
な
い
が
、
も
し
覚
如
ら
が
当
時
こ
れ
ら
関
連
の
情
報
を
入
手
し
て
い
れ
ば
、
親
鸞

を
駿
河
国
に
誘
導
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
箱
根
に
誘
導
し
た
。

そ
れ
に
、
三
本
昌
之
氏
は
勢
至
菩
薩
に
根
拠
を
求
め
て
い
る
が
、『
諸
神
本
懐
集
』
で
の
箱
根
本
地
は
上
記
の
よ
う
に
文
殊
師

利
・
弥
勒
慈
尊
・
観
音
薩
埵
で
あ
る
。
摂
社
で
も
普
賢
菩
薩
・
馬
頭
観
音
・
大
日
如
来
（『
神
道
集
』
巻
第
二
・
東
洋
文
庫
本
）

で
あ
る
。
勢
至
菩
薩
は
で
て
こ
な
い
。
ち
な
み
に
、
箱
根
権
現
で
の
彦
火
火
出
見
尊
の
本
地
に
つ
い
て
は
、
上
の
対
応
関
係
か
ら

い
う
と
文
殊
菩
薩
と
な
ろ
う
。
熊
野
本
宮
大
社
お
よ
び
速
玉
大
社
で
の
彦
火
火
出
見
尊
の
本
地
は
如
意
輪
観
音
と
し
て
い
る）

11
（

。 

よ
っ
て
、
覚
如
が
勢
至
菩
薩
を
根
拠
に
親
鸞
を
箱
根
権
現
に
誘
導
す
る
記
述
を
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
２
）
覚
明
因
縁
説

「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
、
箱
根
神
社
の
近
く
を
通
り
か
か
っ
た
親
鸞
を
権
現
の
指
示
に
従
っ
て
神
職
ら
が
饗
応
し
た
と
い
う
話

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
沼
田
頼
輔
氏
は
箱
根
神
社
の
神
職
が
親
鸞
の
弟
子
で
あ
っ
た
覚
明
で
あ
り
、
こ
の
師
弟
の
再
会
を
め

ぐ
っ
て
「
箱
根
霊
告
」
の
段
が
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
肯
定
的
に
論
じ
て
い
る
。
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こ
の
御
傳
抄
に
記
さ
れ
た
齢
傾
き
た
老
翁
と
あ
る
は
、
思
ふ
に
こ
の
覚
明
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。（
中
略
） 

覚
明
と
親

鸞
と
は
師
弟
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
即
ち
尊
敬
を
致
す
べ
き
客
人
が
思
ひ
か
け
な
く
師
弟
相
邂
逅
し
た
の
で
、

こ
の
不
思
議
の
再
開
を
喜
ん
で
、
覚
明
が
特
に
親
鸞
を
待
遇
し
た
の
を
、
か
く
神
秘
的
に
記
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か）

11
（

。」

す
な
わ
ち
、
親
鸞
と
覚
明
が
師
弟
で
あ
る
こ
と
の
因
縁
を
も
っ
て
、
こ
の
箱
根
路
が
語
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

覚
明
（
生
没
年
不
詳
）
と
い
う
人
物
は
箱
根
山
第
一
九
世
別
当
行
実
の
意
向
に
よ
り
『
筥
根
山
緣
起
幷
序
』
を
記
（
建
久
二

〈
一
一
九
一
〉
年
七
月
二
五
日
）
し
た）

11
（

。
な
お
、「
筥
根
山
緣
起
幷
序
」
の
奥
書
に
は
覚
明
で
は
な
く
信
救
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
十
月
大
十
三
日
条
な
ど
で
は
同
一
人
物
と
し
た
記
載
が
あ
る
。
覚
明
は
同
山
住
侶
で
あ
っ
た
。
こ
の
覚
明

に
つ
い
て
は
沼
田
頼
輔
氏
が
同
論
文
で
と
り
あ
げ
て
い
る
（
三
〇
四
頁
）
よ
う
に
、『
信
濃
奇
區
一
覧
』）

11
（

な
ど
の
本
願
寺
関
連
史

料
で
覚
明
を
西
仏
（
信
州
康
楽
寺
開
山
））

11
（

と
し
て
お
り
、
木
曽
義
仲
に
仕
え
、
後
範
宴
（
親
鸞
）
の
弟
子
と
も
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
後
に
覚
明
が
木
曽
残
党
と
知
れ
た
た
め
か
、
幕
府
が
箱
根
山
に
本
人
を
禁
足
せ
し
め
た
（『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
一
〇
月

一
三
日
条
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
比
叡
山
に
登
り
慈
円
の
下
範
宴
と
同
席
す
る
な
ど
、
範
宴
と
あ
え
て
結
び
つ
け
る
作
者

の
意
図
も
窺
わ
れ
、
元
々
覚
明
が
親
鸞
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
も
本
願
寺
関
連
史
料
（
宗
門
史
料
）
以
外
に
は
な
い
の
で

あ
る
。
石
附
敏
幸
氏
も
「
覚
明
の
法
然
・
親
鸞
帰
依
、
信
州
康
楽
寺
創
設
は
史
実
認
定
困
難）

11
（

と
し
て
い
る
。
さ
ら
な
る
論
及
は
今

後
の
課
題
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
覚
明=

西
仏
説
、
ま
た
覚
明
が
親
鸞
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
事
実
認
定

困
難
で
あ
り
、
親
鸞
が
覚
明
と
の
関
連
で
箱
根
に
来
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
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三

箱
根
路
選
択
に
お
け
る
箱
根
霊
告
段
の
意
義

上
の
各
氏
に
よ
る
箱
根
霊
告
段
に
関
す
る
論
述
を
も
っ
て
し
て
も
、
親
鸞
が
箱
根
路
を
来
た
事
実
を
論
証
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
が
、『
親
鸞
伝
絵
』
自
体
の
信
憑
性
は
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
六
角
堂
夢
告
（
康
永
本
・
一
上
本
三
）
や
越
後
か
ら
稲

田
へ
の
移
動
（
三
下
本
二
）
な
ど
は
『
恵
信
尼
消
息
』
に
も
あ
り
、
源
空
の
真
影
図
画
・
選
択
集
書
写
（
二
上
末
五
）・
承
元
の

法
難
（
三
下
本
一
）
な
ど
も
『
化
身
土
文
類
』〈
後
序
〉
と
の
連
絡
が
と
れ
、
臨
終
前
後
の
記
述
（
四
下
末
六
）
も
『
親
鸞
聖
人

正
明
伝
』
な
ど
と
一
致
し
て
い
る
。『
親
鸞
伝
絵
』
の
本
文
に
も
「
彼
記
（
真
仏
書
写
の
夢
想
の
記
録
）
に
い
は
く
」
や
「
顕
浄

土
方
便
化
身
土
文
類
六
云
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
覚
如
は
宗
祖
の
記
録
を
も
と
に
し
て
『
親
鸞
伝
絵
』
を
作
成
し
て
い
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、『
親
鸞
伝
絵
』
は
単
な
る
説
話
で
は
な
く
、
脚
色
し
つ
つ
も
史
実
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
た
記
述
と

な
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
同
じ
よ
う
に
援
用
で
き
な
い
に
し
て
も
、
箱
根
霊
告
段
も
脚
色
し
つ
つ
も
一
定

の
信
憑
性
が
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
箱
根
社
立
寄
り
を
含
め
て
、
こ
の
険
阻
な
箱
根
路
を
何
ら
か
の

事
情
に
お
い
て
通
過
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結

語

「
箱
根
霊
告
」
の
段
の
意
義
を
親
鸞
の
箱
根
路
選
択
の
問
題
の
中
で
み
て
き
た
。
親
鸞
が
箱
根
路
を
来
、
ま
た
権
現
に
も
立
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寄
っ
た
事
実
を
同
段
か
ら
検
証
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
で
き
な
い
こ
と
で
も
な
い
こ
と
も
述
べ
た
。
ま
た
、

本
文
の
諸
説
を
み
る
中
で
桜
下
門
跡
の
実
態
や
箱
根
管
領
職
の
内
容
と
聖
覚
か
ら
隆
承
へ
の
交
代
時
期
に
つ
い
て
も
新
た
に
言
及

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
私
は
本
文
一
節
（
４
）
項
で
「
親
鸞
の
帰
洛
に
聖
覚
と
隆
承
が
関
与
し
箱
根
路
に
誘
導
し
た
」

と
い
う
よ
う
な
記
述
を
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
述
し
た
い
と
思
う
。

註（
1
）
『
親
鸞
伝
絵
』
の
「
箱
根
霊
告
」
の
段
の
記
述
を
、
康
永
（
東
本
願
寺
蔵
）
本  （
第
四
巻
下
巻
末
第
四
段
）
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

「
聖
人
、
東
関
の
堺
を
出
て
、
花
城
の
路
に
お
も
む
き
ま
し
ま
し
け
り
。
或
日
晩
陰
に
を
よ
む
て
箱
根
の
険
阻
に
か
か
り
つ
つ
、
遥
に
行
客
の

蹤
を
送
て
、
漸
人
屋
の
枢
に
ち
か
つ
く
に
、
夜
も
す
て
に
暁
更
に
お
よ
む
て
、
月
も
は
や
孤
嶺
に
か
た
ふ
き
ぬ
。
于
時
、
聖
人
あ
ゆ
み
よ
り
つ
つ
、

案
内
し
た
ま
ふ
に
、
ま
こ
と
に
齢
傾
た
る
翁
の
う
る
は
し
く
装
束
た
る
か
い
と
こ
と
と
く
出
会
た
て
ま
つ
り
て
い
ふ
様
、
社
廟
ち
か
き
所
の
な
ら

ひ
、
巫
と
も
の
終
夜
あ
そ
ひ
し
侍
る
に
お
き
な
も
ま
し
わ
り
つ
る
に
、
い
ま
な
ん
い
さ
さ
か
よ
り
ヰ
侍
き
る
思
ふ
ほ
と
に
、
夢
に
も
あ
ら
す
、
う

つ
つ
に
も
あ
ら
て
、
権
現
被
仰
云
、
只
今
、
わ
れ
尊
敬
を
い
た
す
へ
き
客
人
、
此
路
を
過
給
ふ
へ
き
事
あ
り
、
か
な
ら
す
慇
懃
の
忠
節
を
抽
て
、

殊
に
丁
寧
の
饗
応
を
儲
へ
し
と
云
々
。
示
現
い
ま
た
覚
を
は
ら
さ
る
に
、
貴
僧
忽
爾
と
し
て
影
向
し
給
へ
り
、
何
そ
た
た
人
に
ま
し
ま
さ
む
、
神

勅
是
炳
焉
也
。
感
応
最
恭
敬
す
と
い
ひ
て
、
尊
重
崛
請
し
た
て
ま
つ
り
て
、
さ
ま
さ
ま
に
飯
食
を
粧
ひ
、
色
々
に
珍
味
を
調
け
り
」。（
石
田
充
之

編
「
本
願
寺
聖
人
伝
絵
」『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
同
朋
舎
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
、
五
二
七
頁
）
と
あ
る
。
な
お
、
康
永
本
は
康
永
二
年

（
一
三
四
三
）
一
一
月
二
日 

完
成
。
執
筆
者
は
覚
如
。
画
工
（
絵
師
）
は
円
寂
や
宗
舜
で
あ
る
こ
と
が
奥
書
に
で
て
い
る
。

（
2
）
今
井
雅
晴
『
親
鸞
聖
人
と
箱
根
権
現
』、
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
八
一
頁
。  

（
3
）
前
田
壽
雄
「『
親
鸞
伝
絵
』
箱
根
霊
告
を
め
ぐ
る
問
題
と
親
鸞
の
神
祇
観
」、『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』（
一
一
）、
二
〇
一
七
年
九
月
、
四
六
頁
。

（
4
）
平
松
令
三
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
親
鸞
聖
人
絵
伝
』、
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
七
年
二
月
、
二
四
四
頁
。

（
5
）
今
井
雅
晴
『
親
鸞
聖
人
と
箱
根
権
現
』
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
八
九
頁
。 

（
6
）
太
田
壮
一
郎
「
初
期
本
願
寺
と
天
台
門
跡
寺
院
」『
真
宗
教
団
の
構
造
と
地
域
社
会
』
大
阪
真
宗
史
研
究
会
編
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
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『親鸞伝絵』箱根霊告段に関する諸説の一考察

八
月
、
三
三
頁
。

（
（
）
前
田
壽
雄
「『
親
鸞
伝
絵
』
箱
根
霊
告
を
め
ぐ
る
問
題
と
親
鸞
の
神
祇
観
」、『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』（
一
一
）、
二
〇
一
七
年
九
月
、
四
一
頁
。

（
（
）
高
楠
順
次
郎
編
「
門
葉
記
」
巻
第
九
一
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』〈
図
像
部
一
二
〉、
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
二
月
、
一
一
頁
。

（
9
）
今
井
雅
晴
『
親
鸞
聖
人
と
箱
根
権
現
』
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
五
一
─
五
三
頁
。

（
10
）
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』、
二
〇
一
六
年
、
門
葉
記
の
項
・
善
裕
昭
執
筆
・
本
編
一
四
五
七
頁
。

（
11
）
善
裕
昭
「
慈
円
の
大
懺
法
院
創
建
と
怨
霊
滅
罪
」『
浄
土
宗
学
研
究
』
三
八
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
二
二
七
─
二
二
八
頁
。

（
12
）
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
平
雅
行
著
、
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
一
一
月
、
三
四
四
頁
。 

（
13
）
「
筥
根
山
別
当
東
福
寺
金
剛
王
院
累
世
」『
箱
根
神
社
体
系
』
上
巻
、
箱
根
神
社
社
務
所
編
、
一
九
三
〇
年
一
一
月
、
三
九
─
四
一
頁
。

（
14
）
足
柄
路
も
険
し
い
と
い
う
話
は
『
更
級
日
記
』（「
雲
は
足
の
し
た
に
ふ
ま
る
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
二
四
、
一
九
八
九
年
・
三
七
八
頁
）

な
ど
で
も
確
認
で
き
る
が
、
箱
根
峠
は
足
柄
峠
に
く
ら
べ
て
さ
ら
に
標
高
が
高
く
、
古
来
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
人
々
は
湘
南
か
ら
一
直

線
に
箱
根
山
を
越
え
て
三
島
・
沼
津
方
面
に
抜
け
る
の
を
避
け
、
時
間
は
か
か
る
（
約
一
・
五
倍
の
距
離
）
が
そ
こ
を
迂
回
し
て
足
柄
か
ら
御
殿

場
・
沼
津
方
面
に
で
た
の
で
あ
る
。『
十
六
夜
日
記
』
に
も
「
い
と
険
し
き
山
を
下
る
。
人
の
足
も
と
ど
ま
り
が
た
し
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
四
八
、
一
九
九
四
年
・
二
八
五
頁
）
な
ど
と
あ
る
。
な
お
、
当
時
の
箱
根
越
え
の
ル
ー
ト
は
『
吾
妻
鏡
』〈
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
正

月
二
十
日
・
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
二
月
四
日
条
〉
な
ど
で
も
あ
る
程
度
確
認
で
き
る
が
、
鎌
倉
か
ら
小
田
原
・
湯
本
、
そ
し
て
湯
坂
山
・
浅

間
山
・
鷹
巣
山
の
尾
根
筋
を
た
ど
っ
て
二
子
山
の
西
麓
を
回
り
、
芦
ノ
湖
畔
か
ら
箱
根
峠
に
登
り
、
海
ノ
平
の
稜
線
に
出
て
元
山
中
か
ら
三
島
・

沼
津
、
と
次
第
し
た 

（『
東
海
道
箱
根
峠
へ
の
道
』
中
部
建
設
協
会
静
岡
支
所
編
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
四
七
頁
） 

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
江
戸

時
代
の
道
と
は
異
な
る
。

（
15
）
小
山
町
編
『
小
山
町
史
』
第
六
巻
通
史
編
、
一
九
九
六
年
三
月
、
三
七
八
─
三
八
二
頁
。 

（
16
）
『
神
道
集
』（
東
洋
文
庫
九
四
）
貴
志
正
造
著
、
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
九
月
、
三
〇
四
─
三
〇
八
頁
。

（
1（
）
三
本
昌
之
「『
伝
絵
』
中
の
親
鸞
聖
人
─
箱
根
示
現
の
意
味
─
」『
と
も
し
び
』
二
〇
〇
九
年
九
月
号
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、
一
〇
頁
。 

（
1（
）
大
隅
和
雄
校
注
「
諸
神
本
懐
集
」『
中
世
神
道
論
』（
日
本
思
想
体
系
一
九
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
四
月
、
一
八
九
頁
。

（
19
）
箱
根
神
社
々
務
所
編
『
箱
根
神
社
大
系
』
上
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
、
二
頁
。

（
20
）
浅
間
神
社
社
務
所
編
『
浅
間
文
書
纂
』、
名
著
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
一
月
、
一
頁
。

（
21
）
中
村
高
平 『
駿
河
志
料
』（
二
）、
歴
史
図
書
社
、
一
九
六
九
年
四
月
、
四
一
四
頁
。
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（
22
）
神
道
大
系
編
纂
会
編
「
富
士
山
縁
起
状
」『
神
道
大
系
』
神
社
編
一
六
、
一
九
八
〇
年
三
月
、
二
九
頁
。

（
23
）
角
川
源
義
編
『
妙
本
寺
本
曽
我
物
語
』〈
巻
第
七
〉
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
三
月
、
一
四
〇
頁
。

（
24
）
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』〈
佐
藤
真
人
作
表
〉、
一
九
九
四
年
七
月
、
四
〇
六
頁
。

（
25
）
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
』
─
神
社
と
聖
地
─
六
、〈
二
河
良
英
執
筆
〉
白
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
、
四
〇
七
・
四
一
六
頁
。

（
26
）
沼
田
頼
輔
「
箱
根
神
社
と
萬
巻
上
人
の
彫
像
」『
考
古
學
雜
誌
』（
一
八
巻
六
号
）、
一
九
二
八
年
六
月
、
三
〇
七
頁
。

（
2（
）
「
筥
根
山
緣
起
幷
序
」
箱
根
神
社
々
務
所
編
『
箱
根
神
社
大
系
』
上
巻
、
一
九
三
〇
年
一
一
月
、
一
六
─
一
七
頁
。

（
2（
）
長
野
県
上
伊
郡
教
育
会
編
『
蕗
原
拾
葉
』
下
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
七
五
年
、
四
六
三
頁
。

（
29
）
『
信
濃
奇
區
一
覧
』
に
は
西
仏
が
康
楽
寺
開
基
で
あ
る
と
の
記
述
は
な
い
が
、『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』（
玄
智
著
）〈『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
〉

な
ど
の
関
連
史
料
に
は
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）
石
附
敏
幸
「
覚
明
」『
木
曽
義
仲
の
す
べ
て
』
鈴
木
彰
他
編
、
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
、
一
九
五
頁
。

（
武
蔵
野
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


